
   防府市防犯灯電気料金助成金交付要綱 

平成４年４月１日制定 

 （目的） 

第１条 この要綱は、自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則（昭和

５１年防府市規則第１０号）第２条第１項及び第２項に規定する自治会及び

地域自治会連合会（以下「自治会等」という。）が維持、管理している防犯灯

の電気料金に関して助成金を交付することにより、地区自治会活動の推進を

図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において助成対象となる防犯灯とは、次の各号のいずれにも

該当する照明設備をいう。 

(１) 自治会等が設置し、かつ、電気料金を負担し維持管理するものである

こと。 

(２) 道路を照明する目的で、電柱、電話柱、小柱、軒先等適切な箇所に取

り付けられた電灯で、終夜点灯するものであること。 

２ 次の各号のいずれかに該当する照明設備については、助成対象としないも

のとする。 

(１) 商店街振興を目的とするもの。 

(２) 公共用地、寺社の境内、建物の出入口等の照明を目的とするもの。 

(３) 広告物、看板、案内板等の照明を目的とするもの。 

 （助成金の交付） 

第３条 市長は、防犯灯の電気料金に対し助成金を交付するものとする。 

  （助成金の額） 

第４条 助成金の額は、別表に定めるところによる。 

 （申請手続等） 

第５条 助成金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、防犯灯電気料金

助成交付申請書（第１号様式）に７月分の領収書の写し等の書類を添付して、

８月末までに市長に提出しなければならない。 

（助成の決定） 

第６条 市長は、前条の申請を受けたときはその内容を審査し、適当と認めた



ときは別表の区分ごとに助成金の額を決定し、防犯灯電気料金助成交付決定

通知書（第２号様式）によりその旨を自治会等の代表者に通知する。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものに

ついては、適宜修正の上使用することができる。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



 

別表（第４条、第６条関係） 

区分 助成金額 交付時期 

前期分 ４月分から９月分の電気料金の合計 

×１２分の５×灯数 

又は４００円×灯数のうちいずれか多い額 

１０月末 

後期分 １０月分から３月分の電気料金の合計 

×１２分の５×灯数 

又は４００円×灯数のうちいずれか多い額 

３月末 

 備考 

 １ 電気料金は、電力会社の定める電灯契約種別：公衆街路灯Ａ（１０ワッ

ト相当）の金額による。 

 ２ 灯数は、第５条により自治会等の代表者から提出された申請書中、「自

治会等維持管理防犯灯数」について市長が適当と認めた数とする。 

 ３ 助成金額の計算において１０円未満の端数が生じたときは、その端数を

切り捨てるものとする。 

 ４ ３月分の電気料金については、２月分の電気料金と同額とする。 

 ５ 助成金額のうち、４０ワット以上の電灯については、４００円を５００

円と読み替えるものとする。 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

防犯灯電気料金助成金交付申請書 

 

                      年   月   日 

 

（宛先） 防 府 市 長  

 

               自治会名               

               代表者住所 

氏名                    

                              (電話番号：             )  

 

  年度防犯灯電気料金助成金を下記のとおり交付されるよう、関係書

類を添えて申請いたします。 

記 

 

自治会等維持管理防犯灯数               灯 

関 係 書 類 の 添 付 ７月分の領収書(又は請求書) 及び 内訳書 

振  込  先 

右の番号を○で囲ん

でください。 

 

２の場合は、銀行名等

を全て記載してくだ

さい。 

１ 振興助成金と同じ口座 

２ 振興助成金とは別の口座 

銀行等の名称 支店等の名称 

預金種別 

普通 ・ 当座 

口座番号 

 

口 座 名

義人 

(ﾌﾘｶﾅ) 

 
 

 



第２号様式（第６条関係） 

第   号 

年 月 日 

 

          様 

 

                      防府市長      印 

 

防犯灯電気料金助成交付決定通知書 

 

     年度防府市防犯灯電気料助成金（前期分・後期分）について、下記

のとおり交付決定しましたので、防府市防犯灯電気料金助成金交付要綱第６条

の規定により通知します。 

 

記 

 

防犯灯 

電気料金助成金 
           円 

防犯灯数            灯 

指定金融機関  

種別  

口座番号 
 

※個人情報保護のため、口座番号の下３桁は表示していません。 

口座名義人  

振込日 年  月  日 

 


